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保健師・管理栄養士が中心となり、ポピュレーションアプローチも含めた被保護者健康管理支援事業の構成を検討・構築。健康

サポート薬局との連携や健康だよりの発行、就労支援プログラムと連動した保健指導など、多様な場を活用して被保護者の健康

管理を推進している。

◼ 医療扶助業務の実施体制

• 福島市では、被保護世帯数2,746世帯に対し、ケースワーカー34名で対応
している。

◼ 専門職が中心となり、PDCAサイクルに沿って事業を推進

• 福祉事務所の保護第一係に保健師２名、管理栄養士１名を配置し、医療扶
助及び健康管理支援の実務を担っている。保健師は被保護者健康管理支援
事業の主担当として対象者選定・受診勧奨・保健指導を実施し、管理栄養
士は生活習慣改善のための具体的な助言を担当する。

• 「医療PDCA事業」として年度ごとに事業評価と改善を行い、嘱託医２名
を交えた検証により実施体制の質向上を図っている。

• 庁内全体の連携を重視しており、ケースワーカーの月例勉強会や庁内共有
会を通じて他部署（障がい福祉課、税務課等）との情報共有を進めている。

実施体制

◼ 庁内職員が現場感覚を大切にしながら作成する「健康だより」

• 被保護者全体の健康意識向上を目的として、令和７年度から「健康だよ
り」を年４回発行。２回は郵送、２回は来庁時やケースワーカーの定期訪
問時配布とし、開封率を高めるため保護決定通知書に同封する形で届けて
いる。

• 内容は季節の健康情報（熱中症、口腔ケア、食中毒など）と健診案内を中
心に構成し、必ず伝えるべき情報と興味を引くための情報をバランスよく
届けている。

• 作成に当たっては、ふりがなの記載や安価な食材を用いた調理例の紹介、
「医師への相談」注記を添えるなど、被保護者ならではの実生活に寄り
添った工夫を行っている。来庁者からの反響も多く、個別支援に加えた情
報提供ツールとして定着しつつある。

C：健康だよりの発行

◼ 地域の身近な相談窓口の設置

• 地域の健康管理支援の強化・推進を目的として、
令和５年度から健康サポート薬局との協働を開始している。

• 市内約170薬局のうち25か所の健康サポート薬局が、被保護者の
気軽な健康相談先として機能している。薬剤に限らず栄養・運
動・睡眠など幅広い相談に応じる体制を整えている。

• 利用障壁の軽減を目的として、相談は薬局内で完結し、本人同意
がない場合は、行政への情報連携は行わない。

◼ 地域アセスメントへの活用

• 月１回、個人情報を除いた相談概要を薬局から行政に共有。地域
全体の健康課題把握にも活用している。

C：「健康サポート薬局」との連携

◼ 生活支援と自立支援を意識した保健指導

• 生活保護受給者等就労自立促進事業に基づき、
ハローワークと連携して実施

• 就労準備段階における基礎体力や生活習慣の改善を目的に、保健
師・管理栄養士が保健指導を実施している。

• 対象者で保健指導が必要と思われる者に対してアンケートを実施
し、通院状況・生活習慣・趣味・社会的つながりなどを確認する。

• 指導内容は、健康管理や食事改善、服薬理解など多岐にわたり、
参加者の状態に応じた助言を行う。

• 生活支援と自立促進の双方を意識し、被保護者の社会参加へのス
テップを医療・保健・就労の連携により支援するモデルであり、
福島市独自の取組として位置づけている。

B：就労支援プログラムと合わせた保健指導の実施

人口：約27万人
被保護者数：約3,300人（約2,700世帯）
市内福祉事務所：１か所

※いずれも令和６年度時点
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